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卸売市場とは

•生鮮食料品等の卸売のために開設される市場で
あって、

•卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の
取引及び荷さばきに必要な施設を設けて、

•継続して開場されるものをいう。



卸売市場の種類

•中央卸売市場・・・国が開設を認可

•地方卸売市場・・・都道府県が開設を許可

•小規模卸売市場・・・基準規模未満の卸売市場

•県内には４９の市場があり、その内公設地方卸
売市場は６市場。

（千葉，船橋，柏，松戸，成田，木更津）



卸売市場法とは

•国（農林水産省）が定める、卸売
市場が守るべきルールなどをまとめ
たもの。



卸売市場法に関連する規則等

•卸売市場法施行令（政令）

•卸売市場法施行規則（省令）

•千葉県卸売市場条例

•千葉県卸売市場条例施行規則

•柏市公設総合地方卸売市場業務条例

•柏市公設総合地方卸売市場業務条例施行規則



卸売市場法が改正します

•平成２８（2016）年11月：農業競争力強化プログラム

•平成２９（2017）年12月：農林水産業・地域の活力創造プラン

•平成３０（2018）年06月：成立及び公布（内容の確定、公表）

•２０２０年６月：施行（法律の効力の発動）



卸売市場法改正のポイント



３，４ 方針、計画

現行の卸売市場法

• 国が、卸売市場整備
方針、卸売市場整備
計画を策定

• 県が、千葉県卸売市
場整備計画を策定

改正後の卸売市場法

• 国が、卸売市場に関
する基本方針を策定

• 県計画は法規定なし

卸売市場ごとの判断に任せた整備



６ 許可制から認定制へ

現行の卸売市場法

•県が許可した卸売市場
のみが開設できる。

→規制的な制度

改正後の卸売市場法

•県は、高い公共性を持つ卸
売市場を、「地方卸売市
場」として認定する。

※開設は自由にできる

→メリット措置的な制度

引き続き、「地方卸売市場」を名乗るためには、

今後、改めて認定申請を受ける必要がある。



取引規制等（地方卸売市場）

項目 現行法 改正法

12 売買取引の原則 規定 規定（共通ルール）

13 差別的取扱 禁止 禁止（共通ルール）

14 取引結果等
取引結果の公表 取引条件・取引結果の公表

（共通ルール）

15 代金決済の確保
法律上の規定なし(業務規
程)

規定（共通ルール）

16 第三者販売禁止 法律上の規定なし
※県内の各卸売市場に
おいては、各市場内の
ルール（業務規程）によ
り定めている。

法律上の規定なし（その他の
取引ルール）
卸売市場ごとに、関係者の
意見を聴くなどの公正な手
続を踏み、共通ルールに反
しない範囲において定める
ことができる。

17 直荷引き禁止

18 商物一致原則

19 受託拒否禁止



１４ 取引条件の公表

【取引条件とは】

1.営業日及び営業時間

2.取扱品目

3.引渡しの方法

4.委託手数料などの出荷者や買受人の負担費用

5.販売代金の支払期日及び支払方法

6.奨励金等



１６～１９ その他の取引ルール

現行の卸売市場法

• 義務的な取引規制以
外（その他の取引
ルール）については、
各市場が業務規程で
任意に設定できる。

改正後の卸売市場法

• 任意に設定できる点
は、改正後も同様。

• ただし、関係者の意
見を十分に聴き、定
めた理由を公表する。

認定申請までに、関係者の意見の集約、公表
方式の決定、業務規程の策定が必要。



各卸売市場で必要になる手続

（１）関係者で協議して、市場で設定する必要がある
「その他の取引ルール」を決める。

→協議の状況及び結果は必ず議事録を残す。

※議事録は認定申請時に添付が必要

（２）「その他の取引ルール」を反映した業務規程を作成
する。

※業務規程は認定申請時に添付が必要

（３）改正後も「地方卸売市場」を名乗る場合は、県に対
して、認定の申請手続を行う（2020年１月受付開始）。



公表が必要な事項

• （開設者による）卸売の数量及び価格

• （卸売業者による）卸売の数量及び価格

• 取引条件（営業の日時、品目、手数料等）

• 取引の方法（せり売り、相対売りの方式）

• 代金決済の方法（支払期日、支払方法）

• 「その他の取引ルール」を定めた理由

認定申請時には、上記の事項について、公表されている
ことを示すことが必要。
①ホームページ、又は ②掲示板の状況



法改正後も変わらないこと

•卸売市場の検査は引き続き行う。

•事業報告書は毎年提出が必要。



認定手続のスケジュール

• 千葉県では、２０２０年１月から認定申請の
受付を開始する予定。

• 同年６月２２日に改正卸売市場法が施行され
ると、現在の開設許可は自動的に失効。



まとめ

•市場関係者で協議し、必要な取引ルールの設定
を検討する。

•取引ルールを反映した業務規程を作成する。

•公表事項を整理して、公表に必要な体制を整備
する。

•認定申請に必要な書類を確認し準備する。

•２０２０年の１月に認定申請の受付開始。

認定の申請



用語の説明


